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松
井
嘉
徳
著

一

『
周
代
国
制

の
研
究
』

吉
　
本
　
道
　
雅

　
戦
後
日
本
に
お
け
る
殷

・
西
周
史
研
究
は
、
お
お
む
ね
三
世
代
に
区
分
さ
れ
よ

う
。
第

一
世
代
は
、
貝
塚
茂
樹
ら
の
世
代
で
あ
る
。
貝
塚
が

『
孔
子
』
に
お
い
て

都
市
国
家
論
を
提
唱
し
た

一
九
五

一
年

に
は
、　
『
甲
骨
学
』
が
創
刊
さ
れ
、

一
九

六
二
年
に
は
、
白
川
静

『
金
文
通
釈
』
が
連
載
を
開
始
し
て
い
る
。
第
二
世
代
を

代
表
す
る
の
は
、
伊
藤
道
治

・
松
丸
道
雄
ら
で
あ
る
。
七
〇
年
代
前
半
に
、
松
丸

「殷
周
国
家
の
構
造
」　
(
一
九
七
〇
)
や
伊
藤

『
中
国
古
代
王
朝
の
形
成
』　
(
一

九
七
五
)
な
ど
が
公
刊
さ
れ
、
考
古
学

の
分
野
で
も
、
樋
口
隆
康

「
西
周
銅
器
の

研
究
」　
(
一
九
六
三
)
・
林
巳
奈
夫

『
中
国
殷
周
時
代
の
武
器
』　
(
一
九
七
二
)

が
公
刊
さ
れ
た
。

　
殷

・
西
周
史
研
究
に
と

っ
て
画
期
的

で
あ

っ
た
こ
と
は
、

一
九
七
二
年
に
中
国

と
の
国
交
が
回
復
し
、
ま
た

一
九
六
六
年
以
後
停
刊
さ
れ
て
い
た

『文
物
』
　
『考

古
』
　
『
考
古
学
報
』
な
ど
が
復
刊
さ
れ

て
、
中
国
に
お
け
る
新
出
資
料
が
続
々
紹

介
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、　

一
九
七
六
年

に
は
貝
塚

『
著
作
集
』
が
刊
行
さ
れ
、

一
九
八
〇
年
に
は
白
川

『金
文
通
釈
』
が
第
六
冊
を

以
て
完
結
し
、
第

一
世
代
の
業
績
が
利
用
し
や
す
く
な

っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
に

は
、
質
量
と
も
に
飛
躍
的
に
向
上
し
た
資
料
的
条
件
を
踏
ま
え
、
松
丸

『
西
周
青

銅
器
と
そ
の
国
家
』　
(
一
九
八
〇
)
・
伊
藤

『
中
国
古
代
国
家

の
支
配
構
造
』
(
一

九
八
七
)、

あ
る
い
は
林

『
殷
周
青
銅
器
の
研
究
』

(
一
九
八
四
)
な
ど
、

第

二

世
代

の
大
著
が
次
々
に
公
刊
さ
れ
た
。

　
著
者
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
世
代
が
研
究
を
開
始
し
た
の
は
、

こ
れ
ら
第

二
世

代
の
大
著
が
公
刊
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た

一
九
八
〇
年
前
後
で
あ
る
。
雑
誌
が
届
く
ご

と
に
新
し
い
金
文
が
紹
介
さ
れ
、
応
接
に
暇
の
な
い
怒
濤

の
時
代
で
あ

っ
た
。

　
著
者
の
第

一
論
文

「
西
周
土
地
移
譲
金
文
の
一
考
察
」
が

一
九
八
四
年
、
第

二

論
文

「西
周
期
霙

(鄭
)
の
考
察
」
が

一
九
八
六
年

の
公
刊
で
あ
る
。
こ
の
第
二

論
文
か
ら
、　
「
周
の
国
嚮
i
封
建
[制
と
官
燎
制
を
中
心
に
し
て
」　
(
二
〇
〇

一
)

に
至
る
ま
で
、

一
五
年
ほ
ど
の
間
に
公
刊
さ
れ
た

一
〇
篇
ほ
ど
の
論
文
が
本
書
の

原
型
と
な

っ
て
い
る
。

　
戦
後
日
本

の
研
究
史
を
簡
単
に
た
ど

っ
て
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
歴
史
学

の
分
野
に
お
い
て
は
殷

・
西
周
の

「国
家
」
あ
る
い
は

「王
朝
」
が

一
貫
し
て
中

心
的
な
課
題
で
あ

っ
た
。
本
書
は
こ
の
最
も
正
統
的
な
課
題
を
正
面
か
ら
扱

っ
た

も
の
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

緒
言

第
-
部

　
第
-
部
の
課
題

　
第

一
章
　
周
の
領
域
と
そ
の
支
配

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節

支
配
領
域
の
編
成
/
第

二
節
　
わ
が
心
は
四
方

　
　
に
お
よ
ぶ
/
第
三
節
　
淮
夷
は
も
と
我
が
實
晦

の
人
/
お
わ
り
に

　
第
二
章

　
周
王
の

「都
」
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は
じ
め
に
/
第

一
節
　
周
王
の
所
在
/
第
二
節
　
周
王
朝

の

「都
」
/

　
　
第
三
節
　

「都
」
と
し
て
の
鄭

/
お
わ
り
に

第
豆
部

　
第
∬
部
の
課
題

　
第

一
章
　
　「
王
家
」
と
宰

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節

　
　「
王
家
」
/
第
二
節
　
宰

の
職
掌
/
第
三
節

　
　
宰

の
地
位
/
お
わ
り
に

　
第

二
章
　
西
周
の
官
制

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節
　
青
銅
器
銘
に
お
け
る

「事
」
/
第

二
節

　
青
銅

　
　
器
銘
に
お
け
る

コ
嗣
L
/
第

三
節
　
西
周
の

「嗣
」
職
/
お
わ
り
に

第
皿
部

　
第
皿
部
の
課
題

　
第

一
章
　
西
周
の
氏
族
制

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節
　
　〔排
行
〕
某
父
と
い
う
称
謂
/
第

二
節
　
称
謂

　
　

の
ヴ

ァ
リ

エ
イ
シ
ョ
ン
/
第

三
節
　
氏
族
制
と
官
制
/
お
わ
り
に

　
第

二
章
　
分
節
す
る
氏
族

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節
　
鄭

に
か
か
わ
る
称
謂
/
第

二
節

　
井
氏

の
分
節

　
　
化
/
第
三
節

號
氏
の
分
節
化
/
お
わ
り
に

第
W
部

　
第
W
部
の
課
題

　
第

一
章
　
　「県
」
制
の
遡
及

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節
　
　「
県
」

制
遡
及
に
関
す
る
議
論
ー
李
家
浩

一
九

　
　
八
七
の
吟
味
/
第
二
節
　
東

周
期
の

「県
」
制
を
め
ぐ
る
研
究
史
/
第

　
　
三
部
　
再
び

「
県
」
制
遡
及
に
関
す
る
議
論
/
お
わ
り
に

　
第
二
章
　
分
裂
す
る
王
室

　
　
は
じ
め
に
/
第

一
節
　
鄭
桓
公
の

「封
建
」
/
第
二
節
　
分
節
す
る
王

　
　
室
/
第
三
節
　
分
裂
す
る
王
室
/
お
わ
り
に

結
び
に
か
え
て

青
銅
器
銘

一
覧

(
お
よ
び
引
用
索
引
)

引
用
文
献

一
覧

中
文
要
旨

　
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
が
的
確
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

部
分
を
再
録
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

　
緒
言
は
、　

「周
代
の
国
制
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
邑
内
部
の
社
会
構
造
あ
る
い
は

邑
と
邑
と
の
従
属
関
係
と
い
っ
た
問
題
系
を
め
ぐ
る
都
市
国
家
論

・
邑
制
国
家
論

と
、
官
職
の
職
掌

・
統
属
関
係
と
い
っ
た
問
題
系
を
め
ぐ
る
官
制
研
究
と
い
う
二

つ
の
領
域
に
引
き
裂
か
れ
、
と
も
に
あ
る
種
の
閉
塞
状
況
に
お
ち
い
っ
て
し
ま

っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
　
(
=
二
頁
)
と
現
状
を
総
括
し
た
上
で
、　
「
周
王
を
め
ぐ

る
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
都
市
国
家
論

・
邑
制
国
家
論
あ
る
い
は
官

制
研
究
の
成
果
を
取
り
込
み
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
接
合
す
る
た
め
の
新
た
な
地
平
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
　
(
一
四
頁
)
と
本
書
全
体
の
課
題
を
提

起
す
る
。

　

「第
-
部
で
は
、
王
身
1
王
位
-
王
家
-
周
邦
ー
四
方
と
観
念
さ
れ
て
い
た
秩

序
の
存
在
、
な
ら
び
に
そ
の
秩
序
を
維
持

・
回
復
す
る
た
め
に

「
四
方
」
の
地
に

ま
で
経
巡

っ
て
い
た
周
王
の
姿
を
確
認
し
、
さ
ら
に
こ
の
経
巡
る
王
の
所
在
に
注

目
し
つ
つ
、
宗
周

・
成
周
や
周

(岐
周
)

の
み
な
ら
ず
、　

「鄭
還
」
や

「
豊
還
」

と
い

っ
た
組
織
が
存
在
す
る
鄭
や
豊
も
ま
た
周
王
の

「都
」
た
り
え
た
こ
と
を
主
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張
し
た
。
第
H
部
で
は
、　
「
王
家
」
お
よ
び
そ
れ
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
宰

の

問
題
を
取
り
上
げ
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら

西
周
期

の
官
制

へ
と
考
察

を
す
す
め
、

具
体
的
職
掌
を
指
示

し
よ
う
と
す
る

「嗣
」

概
念
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
る
官
制

(
「行
政
」
)
は
、
水
平
的
に
分
割
さ
れ
た
職
掌
の
集
積
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
第
皿
部
で
は
こ
の
王
朝

の
支
配
ス
タ

ッ
フ
を
供
給
す
る
氏
族
の
問

題

へ
と
議
論
を
す
す
め
、　

〔排
行
〕
某
父
と
い
っ
た
称
謂
が
急
増
す
る
西
周
中
期

頃
か
ら
氏
族
内
部
で
の
分
節
化
が
進
展
し
、
地
名
を
冠
し
て

「地
域
化
」
さ
れ
た

分
族
も
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
」
　
(
二
五
四
頁
)。

　
第
y
部
は
、
第
1
～
皿
部
の

「考
察

を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
考
察

の
結
果
を
東
周
期
に
お
い
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
　
(
二
五
四
頁
)
。

　
本
書

の
最
大

の
功
績
は
、
西
周
期
の

「国
制
」
な
い
し
は

「
秩
序
」

の
構
造
を

わ
か
り
や
す
く
提
示
し
え
た
点
に
あ
る
。
と
く
に
、
第
皿
部
の
い
く
つ
か
の
記
述

は
は
な
は
だ
示
唆
に
富
む
。
今
後
、
西
周
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と

っ
て
、
出
発

点
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

「冊
命
儀
礼
を
記
録
し
た
青
銅
器
銘
に
お
い
て
は
、
そ
の
儀
礼
の
場
で
用
い
ら

れ
た
作
器
者
個
人
の

「
名
」
が
最
後
ま
で
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
…
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、
そ
の
よ
う
な
公
的
な
場
か
ら
は

一
応
切
り
離
さ
れ
、
専
ら

一
族
の
祭
祀

を
念
頭
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
青
銅
器
銘
で
は
、　

〔排
行
〕
か
ら

〔排
行
〕
某
父

へ
と
い

っ
た
変
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で

一
族
内
部
に
お
け
る
位
置

づ
け
を
意
識
す
る
称
謂
が
使
用
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
L
。

こ
れ
ら
が

そ
れ
ぞ
れ

「
職
事
命
令

(
「行
政
」)

の
秩
序
L
と

「氏
族
制
の
秩
序
」
を
代
表
し
、　

「
こ
の

二
つ
の
秩
序

こ
そ
、
西
周
王
朝
を
支
え

て
い
た
」
　
(
二
〇
二
頁
)
。

　

「
〔排
行
〕

某
父
と
い
う
称
謂
は
、　

一
族
の
系
譜
上
で
の
位
置
づ
け
を
示
し
つ

つ
、
同
時
に
自
ら
の
個
性
を
主
張
す
る
称
謂
で
あ

っ
た
。
そ
の
称
謂
が
公
的
な
場

で
も
使
用
さ
れ
、
か
つ
排
行
に
か
わ

っ
て
官
名

・
身
分
な
ど
が
冠
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
え
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
社
会
が
未
だ
氏
族
制
的
原
理
か
ら
完
全
に
は
脱

却
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
氏
族
制
的
原
理
を
王
朝

の
官

制
な
い
し
は
身
分
制
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
王
朝

の
権
力
構
造
が
構
築

さ
れ
維
持
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
も
の
と
評
価

し
た
い
」
　
(
二
〇
〇

頁
。
)

　

「
「四
方
」

の
地

へ
の
逶
省
や
、　

「周
邦
」
内
部
の

「
都
」

を
経
巡
る
周
王
に

よ

っ
て
秩
序
を
与
え
ら
れ
て
い
た
周
王
朝
は
、
同
時
に
そ

の
よ
う
な
諸
地
に
分
散

居
住
し
て
い
た
諸
氏
の
血
縁
関
係
に
よ

っ
て
、
最
終
的
に
は
周
王

へ
と
収
斂
す
る

求
心
力
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
L　
(
二
四
二
頁
)。

　
ま
た
、
第
y
部
は
、
西
周
史

の
専
家
に
よ
る
春
秋
史

へ
の
本
格
的
発
言
と
し
て

学
説
史
上
重
要
な
意
義
を
も

つ
。　
「
や
や
も
す
れ
ば
孤
立
し
が
ち
で
あ

っ
た
西
周

史
研
究
を
、
東
周
期
以
降
を
対
象
と
す
る
諸
々
の
研
究

へ
と
橋
渡
し
す
る
可
能
性

を
探
る
た
め
の
試
み
」　
「西
周
期
と
東
周
期
の
連
続
性
な
い
し
は
断
絶
が
指
摘
で

き
る
だ
ろ
う
」
　
(
二
五
五
頁
)
と
甚
だ
意
欲
的
で
あ
る
。
と
く
に
春
秋
県
に
関
す

る
第

一
章
は
、

一
九
九
三
年
に
論
文
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
今
に
至
る

も
こ
れ
に
勝
る
も
の
を
知
ら
な
い
。

　
も

っ
と
も
、
本
書
の
議
論
に
つ
き
物
足
り
な
い
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
個
々
の
材
料
の
解
釈
や
評
価
と
い
っ
た
個
別
的
な
問
題
は
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な

い
が
、　
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
と
、

六
〇
頁
に

一
覧
さ
れ
た

「
自
」

の
う
ち
、

「京
自
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
が
、　
『春
秋
経
』
で
首
都
洛
陽
を
指
す

「京
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師
L
に
語
彙
的
に
連
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
首
都
な
い
し
は
首
都
圏
と
い

う
意
味
の

「
京
師
」
は
、
遡

っ
て

『詩
』
小
雅
民
労
が

「恵
此
中
国
」
を

「
恵
此

京
師
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
に
も
認
め
ら
れ
る
。　
「京
自
」
の
用
例
の
う
ち
、
多

友
鼎
の
そ
れ
は
、　

「広
伐
京
自
」　
「羞
追
于
京
自
」
な
ど
と
、
そ
の
内
部
に
い
く

つ
も
の
邑
を
含
む

一
定

の
地
域
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
仮
に

『
詩
』
や

『
春
秋
』

の

「京
師
」
に
直
接

つ
な
が
ら
な
い
と
し
て
も
、　

「在
」　
「
格
」
の
賓
語
と
な
る

よ
う
な
そ
れ
以
外
の

「自
」
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
得

な

い
。
著
者

の
こ
の
部
分
の
論
旨
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
個
々
の
語
彙
の

歴
史
的
変
化
に
今
少
し
留
意
さ
れ
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
よ
り
大
き
な
問
題
だ
が
、
本
書
に
提
示
さ
れ
た

「
周
代
国
制
」
に
は
極
め
て
ス

タ
テ
ィ
ッ
ク
な
印
象
を
受
け
る
。
西
周
期
が
二
五
〇
年
以
上
、
中
期

・
晩
期
が

一

五
〇
～
ご
○
○
年
と
見
積
も
ら
れ
る
の
で
、
歴
史
的
変
化
が
な
か

っ
た
は
ず
は
な

い
。
　
「国
制
史
」
で
は
な
く

「国
制
」、
　
「
秩
序
」

で
は
な
く

「
秩
序
の
観
念
」

な
の
だ
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
。

　
確
か
に
著
者
も
、
西
周
中
期
の
画
期
性
を
随
所
で
指
摘
し
て
は
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
∬
部
の

「
西
周
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、　

「事
」
が
抽
象
的

・
一
般
的

な
服
事
概
念

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
と
平
行
す
る
よ
う
に
、　

「口
鰯
」
に
ょ
る

職
事
指
示
の
用
例
が
増
加
す
る
の
は
、

こ
の
時
期
に
い
わ
ば
周
的
な
支
配
機
構
が

整
備
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
L　
(
一
四
六
頁
)

な
る
記
述
や
、
第
W
部
に
孝
王
の

「
世
代
を
逆
行
す
る
王
位
継
承
」
や
属
王
の
出

奔
に
言
及
し
、　

「西
周
の
中
期
頃
か
ら
王
朝
を
構
成
す
る
諸
氏
族
の
分
節
化
が
観

察
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
た
と
き
、
周
王
朝
内
部
に
あ

っ
て
も

同
様
に
分
節
化
が
進
行
し
、
時
と
し
て
王
統
の
分
裂

・
内
乱

へ
と
事
態
が
展
開
す

る
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
」　
(
三
〇
四
頁
)
な
る
記
述
が
そ
れ
に
当
た

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
-
部
の

「
王
身
i
王
位
ー
王
家
-
周
邦
-
四
方
」
な
る
秩
序
に

関
わ
る
記
述
で
は
、　

「西
周
の
全
時
代

(時
期
)」

が
繰
り
返
さ
れ
る

(
三
六

・

四
〇

・
四
六
頁
)
よ
う
に
、
西
周
中
期
の
画
期
性
が
見
当
た
ら
な
い
。
実
の
と
こ

ろ
、　

「王
身
-
王
位
i
王
家
-
周
邦
ー
四
方
」
を
構
成
す
る
個
々
の
語
彙
に
相
当

す
る
個
々
の
観
念
は
西
周
初
期
に
遡
る
と
し
て
も
、
語
彙
そ
の
も
の
が
出
揃
う
の

は
中
期
、
複
数
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
晩

期
に
降
る
の
で
は
な
い
か
。
西
周
中
期
以
降

「
周
的
な
支
配
機
構
が
整
備
」
さ
れ

た
の
は
、
そ
う
し
た

「
整
備
」
を
要
す
る
だ
け
の
、
た
と
え
ば
支
配
層
に
分
配
す

べ
き
邑
田
の
涸
渇
と
い
っ
た
政
治
社
会
的
矛
盾
が
顕
著
に
な

っ
た
た
め
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
う
し
た

「
整
備
」
の
一
環
と
し
て

「文
王
受
命

・
武
王
克
殷
に
つ
ら

な
る
正
統
性
を
体
現
し
た
現
し
身

の
周
王
」
　
(
五

一
頁
)
に
収
斂
さ
れ
る
秩
序
の

観
念
が
、
晩
期
に
至

っ
て
よ
う
や
く
そ
の
表
現
を
得
る
こ
と
で
完
成
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。　
「
王
身
i
王
位
i
王
家
ー
周
邦
i
四
方
」
な
る
秩
序
の
観
念
を
典

型
的
に
表
現
す
る
事
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
、
追
放
の
憂
き
目
に
遭

っ
た
と

さ
れ
る
属
王
の
作
器
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
現
実
の
秩
序
が
解
体

し

つ
つ
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
秩
序
の
観
念
を
獅
子
吼
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　
こ
と
に
西
周
晩
期
を
問
題
に
す
る
場
合
、　
『
竹
書
紀
年
』

や

『
国
語
』　
『
史

記
』
な
ど
少
な
か
ら
ぬ
文
献
が
存
在
し
、
政
治
史
の
編
年
的
復
元
が

一
定
程
度
可

能
で
あ
る
。
さ
ら
に
秩
序

の
観
念
に
つ
い
て
は
、
金
文
と
は
視
点
を
異
に
し
、
か

つ
豊
富
な
内
容
を
擁
す
る

『詩
』
が
あ
る
。
文
献
の
後
代
性
を
警
戒
し
、
安
易
な

使
用
を
避
け
る
こ
と
は

一
つ
の
見
識
に
は
相
違
な
い
が
、
消
極
的
な
見
識
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

一
方
で
、
金
文
が
そ
の
資
料
的
性
格
か
ら
し
て
、
や
は
り
時
代

の
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全
て
を
語
り
得
な
い
こ
と
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
金
文

の
秩
序

観
念
を

『詩
』

の
そ
れ
と
対
照
し
、
あ

る
い
は
政
治
史
的
推
移
に
位
置
付
け
る
な

ど
、
金
文
と
は
性
格
の
異
な

っ
た
多
様
な
文
献
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、

少
な
く
と
も
晩
期
に
つ
い
て
は
、
金
文
と
い
う

一
つ
の

「
場
」
を
相
対
化
し
、
金

文
だ
け
で
は
描
ぎ
き
れ
な
い
、
よ
り
立
体
的
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な

「国
制
史
」

が
描
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

四

　
今

一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
青
銅
器
の
断
代
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
周

史
研
究
に
お
い
て
、
年
代
学
は
一
つ
の
重
要
な
分
野
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て

一

九
九
六
年
に

「夏
商
周
断
代
工
程
」
が
鳴
り
物
入
り
で
発
動
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年

に
そ
の
成
果
報
告
が

『
簡
本
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
同
じ

『
簡
本
』

の
中
で

「
西
周
時
期
四
要
素
倶
全
的
青
銅
器
分
期

断
代
表
」
と

「
西
周
金
文
暦
譜
」
と
が
す
で
に
異
な

っ
た
見
解
を
提
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
西
周
紀
年

の
復
元
は
な
お
困
難
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
書
は
、　

「青
銅
器
銘
に
実
年
代
を
与
え
る
こ
と
を
断
念
し
」　
(
一

五
頁
)
、　
『
殷
周
金
文
集
成
』
　
(
一
九
八
四
…
九
四
)

と
林

『
殷
周
青
銅
器
の
研

究
』
の
断
代
案
を
並
記
し
て
い
る
。
林
案
は
、
青
銅
器
の
類
型
学
的
断
代
を
方
法

論
的
に
貫
徹
し
、
断
代
の
根
拠
も
明
示

さ
れ
、
今
日
最
も
信
憑
性
の
高
い
も
の
と

考
え
る
が
、

一
方
で
、　

『集
成
』

の
断
代
に
つ
い
て

は
、

第

一
冊
の

「編
輯
凡

例
」
に
、　

「
一
般
是
大
致
的
年
代
」
と
断

っ
た
上
で
、
武
王
～
昭
王
を
早
期
、
穆

王
～
夷
王
を
申
期
、
属
王
～
幽
王
を
晩
期
と
す
る
と
あ
り
、
収
録
さ
れ
た
ほ
と
ん

ど
全
て
の
青
銅
器
に
断
代
案
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
断
代

の
根
拠
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
の
、
い
く

つ
も

の

コ

覧
表
L
に
具
体
化
さ
れ
た
、　
「
網

羅
的
研
究
」　
(
ゴ
=

六
頁
)
に
お
い
て
、　

『
集
成
』
の
断
代
案
は
確
か
に
便
利
で

は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
信
憑
性
は
い
か
が
な
も
の
か
と
あ
ら
ぬ
心
配
を
禁
じ
得

な
か
っ
た
。

　
余
計
な

こ
と
を
と
著
者
に
嗤
わ
れ
る
や
も
し
れ

ぬ
が
、

試
み
に
、　
『
金
文
通

釈
』

所
載
の
金
文
に

つ
き
、　
『
集
成
』

の
断
代
案
を

林
断
代
案
と
対
照
し
て
み

た
。
林
断
代
案
に
つ
い
て
は

『
研
究
』
に
見
え
ず

「
殷
i
春
秋
前
期
金
文

の
書
式

と
常
用
語
句
の
時
代
的
変
遷
」　
(
一
九
八
三
)
に
見
え
る
も
の
を
若
干
件
補

い
、

『
研
究
』
の
断
代
を

「変
遷
」
で
改
め
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

「変
遷
」

の
断

代
案
を
採
用
し
た
。

晩

　

期

中
期
或
晩
期

中

　

期

早
期
或
中
期

早

　

期

3×

4x

25

ユ9

49

1

2

1×

　9

22

32

　2

23

13

6x

　1

1

1

1

15

　1

63

16

10

6x

iX

1x

　　 王A

　　　 I

　　　IB

　　II　A

　　　豆

　　II　B

EB～ 璽A

　　皿A

　　　皿

　　皿B

　　西 周

10031093113計Aa

 

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
林
断
代
の
I
A
は
武
王
～
成
王
、
I
B
は
成
王
～
康
王
、
豆

A
は
昭
王

・
穆
王
、
矼
B
は
共
王
～
孝
王
、
皿
A
は
懿
王
～
属
王
、
孤
B
は
属
王

～
幽
王
に
重
な
る
。
青
銅
器
の
型
式
学
的
断
代
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

一
定
の

交
代
期
を
も
つ
。
H
B
以
前
に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
H
B

・
皿
A
交
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史 窓

代
は
懿
王
末
年
か
ら
孝
王
の

一
〇
年
程
度
、
皿
A

・
皿
8
交
代
は
属
王
初
年

の
一

〇
年
程
度
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

林
断
代
を
か
く
解
釈
し
た
場
合
、　
『
集
成
』

の
断
代

の
太
字
は
確
実
に
適
合
、

×
は
確
実
に
不
適
合
で
あ
る
。　
×
に
は
、
早
期

;
小
臣
宅
毀

(
H
B
)
・
御
正
衛

毀

(
豆
B
)
・
麦
盃

(
皿
)
、
中
期

;
師
望
鼎

(
皿
B
)
・
習
壷

(皿
B
)
・
師
酉
毆

　
(皿
B
)
、
晩
期

;
散
氏
盤

(
豆
)
・
輔
師
贅
毆

(
H
B
)
∴
無
虫
鼎

(
狂
B
)
・
詢

毆

(
胃且
B
)
な
ど
重
要
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、　
『
集
成
』
に
は
、
效
尊
を
早
期
、
效
由
を
中
期
と
す
る
な
ど
、
同
文

で
、
従

っ
て
同
時
代
で
あ
る
は
ず

の
も
の
に
、
器
種
に
ょ

っ
て
異
な

っ
た
断
代
が

与
え
ら
れ
て
い
る
事
例
が
い
く

つ
も
認

め
ら
れ
、
各
分
冊
な
い
し
各
器
種
ご
と
の

断
代
の
不
統

一
が
窺
わ
れ
る
。

　

暦
学
的
断
代
が
可
能
な
時
期
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
皿
A
を
晩
期
に
断
代
す

る
も

の
に
問
題
が
多

い
。
皿

A
の
あ
る
も

の
が
属
王
初
年
に
属
し
、
従

っ
て
晩
期

に
断
代
さ
れ
う
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
師
兪
毀

・
走
毀

・
師
詢
殷

・

師
旋
毀

一
・
師
旋
殴

二

・
師
顛
毀

・
散
白
車
父
鼎

・
散
季
毆

・
無
旻
段
な
ど

《年

・
月

・
月
相

・
干
支
》

の
揃

っ
た
九
件
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
属
王
以
降
の

暦
譜
に
載
り
得
ず
、
従

っ
て
晩
期
に
降
ら
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、　

『集
成
』

の
断
代
が
こ
の
方
面
の
配
慮
を
欠
い
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、　

『集
成
』
の
断
代
に
は
問
題
が
少
な
く
な
い
が
、
林
断
代
と
明

ら
か
に
矛
盾
す
る
×
の
割
合
は
、
早
期
～
晩
期
を
通
じ
て
六
～
七
%
で
あ
り
、
晩

期
に
つ
い
て
は
、
上
掲

の
師
兪

毀

以
下
九
件
を
加
え
て
も

一・六
%
に
過
ぎ
な
い
。

「大
致
的
年
代
」
と
し
て
は
む
し
ろ
よ
く

で
き
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
編

年
的
研
究
に
は
心
許
な
い
が
、
本
書
で
い
く

つ
か
試
み
ら
れ
た
よ
う
な

マ
ク

ロ
な

分
析
に
は
充
分
間
に
合
う
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
雑
駁
な
感
想
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
著
者
な
ら
び
に
読
者

の
海
容
を
乞

う
次
第
で
あ
る
。

　 A

二 〇
・ ・
頁 二
+年
七 二
二 月
頁
　 東
九 京0

0汲○古

円 書丶ノ院
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